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第１章 計画の概要 

１．計画策定の目的 

私たちの社会では、少子化による人口減少が進む一方で、医療の進歩や生活水準の向上等により人生 100

年時代の超高齢化社会が到来しようとしています。また、生活の中には「ＩｏＴ」や「ＡＩ」が登場し、超スマート社会

「Society5.0」は、現実のものとして動き出しています。 

2020年は、新型コロナウイルスが猛威を奮って世界中を駆け巡り、マスクや消毒液が一時的に市場から姿を消

し、「ソーシャルディスタンス」「外出制限」「テレワーク」などをキーワードに人々の生活を大きく変えました。今後

「ウイズコロナ」「新しい生活様式」と言われるように、コロナを乗り越えた先の私たちの生活スタイルを見直す必要

に迫られています。 

そうした中、市民一人ひとりが主体的に学べる場所、そのための情報・ツール・人と出会える空間が求められて

います。図書や雑誌・新聞などの多くのアナログ資料や、データベース化した情報を蓄積する図書館は、赤ちゃ

んから子ども、成人、高齢者に至るまで、生涯にわたってのさまざまな「学び」を提供するとともに、地域の身近な

情報拠点、人々が集える広場のような空間として、市民の暮らしの充実やまちづくりにおいて役割を果たすことが

求められています。 

枚方市立図書館第３次グランドビジョンでは、「基礎的なサービス提供や課題解決支援の取り組みとともに、他

部署が進める教育・生涯学習関連事業の支援を行うなど、広く関連行政全体の中で役割を果たしていく」と策定

の趣旨を掲げ、市立図書館運営を進めてきました。 

令和２年度末に計画の最終年度を迎えるにあたり、成果や課題を踏まえるとともに、基本的な考え方は継承し

つつ、コロナ禍以後の新たな生活様式や市民ニーズに対応した図書館サービスの展開、学校教育とのさらなる

連携など、効果的・効率的な図書館施策や事業展開を図るため、枚方市立図書館第４次グランドビジョン（以下

「本計画」という。）を策定するものです。 
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上位計画 

個別計画 

整合 

基本計画 
これまで市立図書館が果たしてきた役割や、市民、

市議会、教育委員会、社会教育委員からの意見等を

踏まえ、市立図書館運営の新たな方針を策定。 

２．計画の体系と期間  

（１）計画の体系 

本計画は、「枚方市総合計画」の教育に関する部門別計画である「枚方市教育振興基本計画」の施策分野別

計画として位置付けるものです。また、本計画のうち子どもの読書活動に係る施策については、「第４次枚方市子

ども読書活動推進計画」にも位置付け、一体的に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の期間 

本計画は、枚方市総合計画等と整合を図り、令和３年度から令和９年度までの７年間を計画期間とし、社会情

勢、図書館を取り巻く環境の変化等に応じ、概ね４年ごとに必要な見直しを行います。 

令和７年度においては、令和６年度に８番目の分館として市駅前図書館が開館したことを踏まえ、主に市立図

書館の現状に係る各種データについて、修正を行いました。市立図書館においては、現在、IC タグシステムを各

館に順次導入しているところであり、令和８年度に IC タグシステムの整備が完結したのちに、サービス環境の変

化などを踏まえ、本計画の終期に合わせて次期計画を策定します。 

 

年度 Ｒ2～Ｒ5 Ｒ6～Ｒ9 

第５次枚方市総合計画  

 

 

 

 

枚方市教育振興基本計画  

 

  

 

 

枚方市立図書館 

グランドビジョン 

 

 

 

 

 

 

枚方市立図書館第４次グランドビジョン 

枚方市立図書館第３次グランドビジョン 

第５次枚方市総合計画 

枚方市教育振興基本計画 

 

第 3 次グランドビジョン 

５年間 
（H28～R2） 

7 年間（Ｒ3～Ｒ9） 

第 4 次グランドビジョン 

12 年間（Ｈ28～Ｒ9） 

基本計画 12 年間（Ｈ28～Ｒ9） 

実行計画（Ｒ2～Ｒ5） 実行計画（Ｒ6～Ｒ9） 

＊R7 年 11 月修正 

R2 年 9 月計画見直し R7 年 1 月計画見直し 
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第２章 図書館を取り巻く状況 

１．国の動向 

（１）図書館の設置及び運営上の望ましい基準  

平成 24年 12月に改正・施行された「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」においては、市町村立図書館

は、「地域の情報拠点として、利用者及び住民の要望や社会の要請に応え、地域の実情に即した運営に努める

ものとする」とされ、また、利用者に対応したサービスの充実として、乳幼児とその保護者へのサービス及び図書

館への来館が困難な者に対するサービスが新たに盛り込まれました。  

 

（２）子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画  

平成 30年４月に閣議決定された第四次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」においては、①中

学生までの読書習慣が不十分、②高校生になり読書の関心度合いの低下、③スマートフォンの普及等による読

書環境への影響の可能性という現状分析の下、発達段階に応じた取組により、読書習慣を形成する施策の推進

が求められています。 また、友人同士で本を薦め合うなど、読書への関心を高める取組を充実する必要があると

しています。 

令和５年３月には、第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」が策定され、不読率の低減、多

様な子どもたちの読書機会の確保、デジタル社会に対応した読書環境の整備、子どもの視点に立った読書活動

の推進、という基本的方針が示されました。 

 

（３）視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）   

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（令和元年法律第 49号。以下「読書バリアフリー法」

という。）が、令和元年６月に施行され、障害の有無にかかわらず、全ての国民が等しく読書を通じて、文字・活字

文化の恵沢を享受することができる社会の実現に向けて、国や地方公共団体が視覚障害者等（視覚障害、発達

障害、肢体不自由等の障害により視覚による表現の認識が困難な者）の読書環境の整備を総合的かつ効果的

に推進することとなりました。 

 

２．枚方市の動向 

（１）枚方市教育振興基本計画 

枚方市教育委員会では、平成 28年６月「枚方市教育振興基本計画」を策定し、「学びあい、つながりあい、一

人ひとりの未来をひらく～自立、協働、創造に向けた主体的な学びを支え、可能性を最大限に伸ばす～」を教育

目標としました。また、本計画は、本市において令和２年３月に策定した「枚方市教育大綱」や新型コロナウイルス

感染症等に対応した「新しい生活様式」を踏まえて、令和２年９月に見直しを行いました。また、令和６年３月に策

定された新たな「枚方市教育大綱」を踏まえ、令和７年１月に見直しを行いました。 



4 

図書館は、基本方策９「生涯学習の推進と図書館の充実」の中で、本計画の策定について言及し、「知の源泉

となる図書館資料を収集・保存し、市民ニーズに応じた資料や情報を提供する基本的な役割を果たすことで、誰

もが読書に親しむことができる環境を整え、市民の学びを支えます。また、いつでもどこでも図書に親しむことがで

きる市民サービスとして開始した「電子図書館」についても、さらなる利用促進に努めます。また、ＩＣタグシステム

の導入拡大や予約図書受取ロッカーの配置により、待たない貸出手続きや 24時間いつでも借りられる環境を整

え、誰もが利用しやすい快適な図書館サービスの提供を広げていきます。読書が果たす重要な役割を踏まえ、

学校図書館への支援・連携強化、学校司書の育成・支援など、学校教育と連携を図ることにより、生涯にわたる読

書習慣を養えるよう子どもの読書活動を推進します。」としています。 

 

（２）枚方市人口推計調査について（令和５年 11月：抜粋） 

本市の人口については、平成 21年をピークに微減傾向が続いているところですが、今後の推計においても、

令和５年から令和 15年までに約 19,900人、令和 25年までに約 52,500人、令和 35年までに約 89,000人の減

少が予想されます。 

年齢階層別の人口推計については、65歳以上の比率は令和５年では 28.8％ですが、10年後の令和 15年に

は 33.7％、20年後の令和 25年には 40.9％と４割を超えます。一方、０～14歳の比率については、少子化傾向

により、令和５年では 12.0％であるのに対し、10年後の令和 15年には 9.4％と１割を切ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「枚方市人口推計調査報告書（令和５年 11 月）」より 

＊推計ベース：令和 5 年 5 月 1 日住民基本台帳人口 
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３．市立図書館の現状 

（１）枚方市立図書館の概要 

枚方市立図書館は、昭和 48年、枚方市駅に近い枚方市民会館３階に枚方市立図書館を開館し、その後、順

次図書館の設置を進め、令和７年４月現在、市内全域サービスを基本としながら、中央図書館、分館８館、分室６

室、自動車文庫（ひなぎく号）、リフト付き貨物車（カワセミ号）でサービスを行っています。 

また、平成 28年４月に蹉跎・牧野図書館、平成 30年４月に蹉跎・牧野図書館を含む６カ所の図書館分館（生

涯学習市民センターとの複合施設）、令和２年４月に香里ケ丘図書館（リニューアルオープン）、令和６年９月に市

駅前図書館（新規オープン：生涯学習交流センターと併設）に指定管理者制度を導入するとともに、中央図書館

を司令塔とした図書館サービス体制を構築しています。 

 

（２）施設等の状況（令和７年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

香里ケ丘図書館 

楠葉図書館 

菅原図書館 

御殿山図書館 

蹉跎図書館 

牧野図書館 

津田図書館 

枚方公園分室 

村野分室 

藤阪分室 

宮之阪分室 

香里園分室 

氷室分室 

自動車文庫 

27ステーション 

雑誌・バリアフリー係 

子ども・学校図書館支援係 

一般書・参考資料係 

館外サービス係 

総務・選書係 

中央図書館 

市駅前図書館 
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施設･ステーション分布図（令和７年４月１日現在） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

図書館（中央図書館、分館８館） 

● 分室（６分室） 

▲ 自動車文庫ステーション（27か所） 
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各図書館の概要（統計数値は令和６年度実績） 

項目 中央 香里ケ丘 楠葉 菅原 蹉跎 御殿山 牧野 津田 市駅前 

専有面積(㎡) 9,301.77 1,146.79 716.63 969.61 936.22 815.71 936.02 1,043.57 208.4 

蔵書冊数(冊) 430,584 104,933 88,461 105,937 92,762 72,672 109,446 109,751 41,922 

貸出冊数(冊) 703,765 694,177 572,432 404,604 281,364 235,813 256,121 278,672 249,247 

来館者数(人) 455,624 308,835 284,961 269,824 153,472 111,007 146,211 144,738 251,617 

延利用者数(人) 310,571 370,359 306,665 209,494 167,341 113,980 158,110 123,415 128,004 

※市駅前図書館は令和６年９月 17 日に新規開館 

 

各分室、自動車文庫の概要（統計数値は令和６年度実績） 

項目 
市駅前 

ｻｰﾋﾞｽｽﾎﾟｯﾄ 
枚方公園 村野 藤阪 宮之阪 香里園 氷室 自動車文庫 

専有面積(㎡) 38.13 121.2 131.2 148 108.79 140.25 200.77 2 台運行 

蔵書冊数(冊) ― 16,808 19,788 14,113 14,581 16,514 13,312 ― 

貸出冊数(冊) 63,620 83,086 87,963 27,438 68,207 35,890 17,332 43,615 

来館者数(人) 19,070 32,806 21,754 7,298 17,404 8,305 5,260 7,273 

延利用者数(人) 43,606 45,169 41,239 13,060 35,725 17,856 8,647 17,162 

※市駅前サービススポットは令和６年９月８日まで開室 

※市駅前サービススポットと自動車文庫の蔵書冊数は中央図書館に含む 
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（３）図書館のサービス状況の推移 

［留意事項］ 

平成 28年度：さだ、牧野図書館の運営に指定管理者制度を導入（４月） 

平成 30年度：楠葉、津田、菅原、御殿山図書館の運営に指定管理者制度を導入（４月） 

平成 31年度：国内初の新型コロナウイルス感染症を確認（１月） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、予約資料貸出のみ実施（３月） 

令和２年度：新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、予約資料貸出のみ実施（４月～５月、12月

～２月） 

      香里ケ丘図書館リニューアルオープン（７月：指定管理者による運営） 

令和５年度：新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行（５月） 

令和６年度：市駅前図書館オープン（９月：指定管理者による運営） 

 

 

① 貸出冊数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

人口 401,314 399,953 398,187 396,215 395,300 393,047 391,573

貸出冊数 3,392,614 3,332,283 2,659,430 3,841,278 3,816,054 3,874,892 4,103,346

390

395

400

405

410

415

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500
人
口
（
千
人
）

貸
出
冊
数
（
千
冊
）

人口 貸出冊数

市駅前図書館ｵｰﾌﾟﾝ（指定管理者制度導入） 楠葉、津田、菅原、御殿山図書館に指定管理者制度を導入 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止のため予約資料貸出のみ実施 

香里ケ丘図書館ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ（指定管理者制度導入） 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の防止対策として、一定期間、図書館サービスを縮小し、予約資料の

貸出のみ実施としていたため、貸出冊数が大幅に減少した。令和３年度は、令和２年度にリニューアルオープンし

た香里ケ丘図書館を含め、ほぼ通常の図書館サービスを提供できたことから、貸出冊数が大きく増加に転じた。

令和６年度は９月に市駅前図書館がオープンしたことが増加の要因と考えられる。 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症国内初確認 
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② 予約件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 延利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（件） 

H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

人口 401,314 399,953 398,187 396,215 395,300 393,047 391,573

予約件数 677,221 783,011 796,533 868,927 820,227 828,471 849,863

390
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件
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（
千
件
）

人口 予約件数

H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

人口 401,314 399,953 398,187 396,215 395,300 393,047 391,573

延利用者数 1,349,188 1,410,415 1,221,378 1,752,356 1,818,440 1,925,748 2,110,403

390

395

400

405

410

415

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200
人
口
（
千
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延
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数
（
千
人
）

人口 延利用者数

楠葉、津田、菅原、御殿山図書館に指定管理者制度を導入 

市駅前図書館ｵｰﾌﾟﾝ（指定管理者制度導入） 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止のため予約資料貸出のみ実施 

香里ケ丘図書館ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の防止対策として、一定期間、図書館サービスを縮小し、予約資料の

貸出のみ実施としていたため、貸出冊数、延利用者数、来館者数は減少したが、予約件数は増加した。それ以降

も増加傾向にある。 

楠葉、津田、菅原、御殿山図書館に指定管理者制度を導入 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止のため予約資料貸出のみ実施 

香里ケ丘図書館ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ（指定管理者制度導入） 

市駅前図書館ｵｰﾌﾟﾝ（指定管理者制度導入） 

指定管理者制度の導入により開館時間が延長され、延利用者数は増加傾向にあったが、令和２年度は、新型コ

ロナウイルス感染症の防止対策として、一定期間、図書館サービスを縮小したため、大幅に減少した。令和３年度

は、ほぼ通常の図書館サービスを提供できたことから、延利用者数は大きく増加に転じた。それ以降も年々増加

しており、香里ケ丘図書館のリニューアルオープン、市駅前図書館のオープンが増加の一因と考えられる。 
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④ 来館者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 年齢別延利用者率（令和６年度）※10％以上を網掛け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市駅前図書館は令和６年９月 17 日に新規開館、市駅前サービススポットは令和６年９月８日まで開室。 

指定管理者制度導入で開館時間を延長したことから、来館者数が増加も、令和

元年度は新型コロナの影響を受けて減少。 

H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

人口 401,314 399,953 398,187 396,215 395,300 393,047 391,573

来館者数 2,006,901 1,902,700 1,278,739 1,785,874 1,835,822 1,915,877 2,245,459
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令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の防止対策として、一定期間、図書館サービスを縮小したため、来館者

数は大幅に減少した。令和３年度は、ほぼ通常の図書館サービスを提供できたことから、大きく増加に転じた。そ

れ以降も年々増加しており、令和６年度の大幅な増加は、枚方市駅直近の市駅前図書館のオープンが一因と考

えられる。 

楠葉、津田、菅原、御殿山図書館に指定管理者制度を導入 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止のため予約資料貸出のみ実施 

香里ケ丘図書館ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ（指定管理者制度導入） 

市駅前図書館ｵｰﾌﾟﾝ（指定管理者制度導入） 

年齢（歳） 0-6 7-12 13-15 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80- 延人数（人）

中央図書館 4.3% 8.0% 2.5% 2.4% 3.2% 9.1% 13.8% 15.9% 15.8% 19.1% 5.8% 137,215

香里ケ丘図書館 4.4% 9.0% 4.9% 5.7% 3.2% 8.7% 13.8% 12.3% 14.1% 17.9% 5.9% 167,620

楠葉図書館 5.0% 9.4% 1.4% 1.1% 2.7% 8.4% 14.8% 15.7% 15.2% 18.5% 7.6% 135,728

菅原図書館 3.5% 6.5% 1.0% 1.0% 2.2% 6.1% 14.0% 16.6% 18.0% 22.9% 8.2% 90,779

蹉跎図書館 2.1% 6.3% 1.7% 4.3% 3.1% 9.9% 14.5% 15.2% 14.7% 21.9% 6.3% 74,965

御殿山図書館 5.7% 10.1% 1.9% 1.6% 3.6% 9.4% 14.8% 17.7% 14.1% 15.1% 6.0% 48,836

牧野図書館 2.7% 5.2% 2.0% 5.0% 3.1% 8.9% 13.6% 14.1% 16.3% 20.7% 8.4% 67,754

津田図書館 7.0% 12.4% 1.9% 2.3% 2.8% 7.6% 12.8% 15.3% 12.5% 19.2% 6.3% 54,865

市駅前図書館＊ 4.3% 5.0% 0.7% 1.3% 5.1% 12.8% 16.4% 17.4% 17.3% 14.7% 5.1% 57,296

市駅前ｻｰﾋﾞｽｽﾎﾟｯﾄ＊ 1.4% 3.3% 0.4% 1.2% 3.5% 9.7% 18.8% 21.8% 19.5% 13.3% 6.9% 19,120

枚方公園分室 2.5% 7.0% 1.5% 1.8% 3.3% 7.9% 17.8% 19.8% 14.0% 18.5% 6.0% 19,942

村野分室 5.3% 7.7% 0.9% 0.7% 1.6% 10.1% 12.4% 12.5% 15.9% 19.9% 13.0% 18,229

藤阪分室 6.7% 10.1% 1.3% 0.7% 0.9% 6.2% 13.6% 11.3% 14.3% 22.3% 12.7% 5,907

宮之阪分室 4.3% 6.3% 1.0% 0.4% 3.3% 10.6% 15.0% 11.8% 17.5% 19.9% 9.9% 15,558

香里園分室 4.9% 11.1% 1.6% 1.3% 2.3% 6.9% 18.6% 20.8% 12.2% 14.4% 5.8% 8,258

氷室分室 2.8% 17.6% 0.3% 2.1% 3.0% 13.2% 5.4% 14.4% 17.8% 19.2% 4.2% 3,848

自動車文庫 3.7% 7.5% 1.0% 0.0% 0.9% 6.6% 8.7% 10.4% 11.2% 31.0% 19.0% 7,414

予約ロッカー 1.1% 3.1% 0.8% 1.6% 7.0% 19.1% 28.3% 25.8% 9.5% 2.7% 1.1% 7,929
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第３章 第３次グランドビジョンの成果と課題 

１．第３次グランドビジョン策定の趣旨 

基礎的なサービス提供や課題解決支援の取り組みとともに、他部署が進める教育・生涯学習関連事業の支援

を行うなど、広く関連行政全体の中で役割を果たしていく。 

 

２．第３次グランドビジョンの運営基本方針 

第３次グランドビジョンでは、「豊かな心を育むまちの構築に寄与」「選ばれるまち・住み続けたいまちの構築に

寄与」の二つの目標を実現するため、次の四つの運営方針を定めました。 

 

 

 

 

 

 

これらの運営基本方針それぞれに、方針を具体化するサービスと、そのサービス展開の方向を定め、市立図

書館では、その展開方向に沿ったさまざまなサービスを実施してきました。 

 

３．第３次グランドビジョンの主要な成果と課題 

運営方針 主な成果 今後の課題 

【運営方針①】

基礎的な図書

館サービスを

充実します 

 

 

 

 

「資料・情報収集機能、提供機能の充実」 

⚫ 市民ニーズを反映した蔵書と知の源泉となる学問体系

を意識した知識・教養を高める蔵書のバランスを重視

した蔵書構築とその提供を行うことによって、満足度調

査では、満足・やや満足の割合が平成 28年度の

60.3％から令和元年度の 84.4％に上昇した。 

⚫ 障害者サービスにおいては、視覚障害者等向けの資

料の製作・収集に努めるとともに、対面読書や録音図

書の製作に従事する音訳協力者の育成を積極的に行

った。さらに、聴覚障害者向けのサービスとして、手話

で楽しむお話会やバリアフリー映画上映会の実施、障

害等により来館が困難な方への宅配サービスを行うこ

新規 

非来館・非接触型サービスと

しての電子書籍の導入や館

内Wi-Fi環境の整備などＩＣ

Ｔを活用したサービスの実施 

 

新規 

視覚障害者等の読書環境の

整備の推進に関する法律（読

書バリアフリー法）施行に伴う

サービスへの取り組み 

 

市立図書館の運営方針 

（１） 基礎的な図書館サービスを充実します 

（２） 家庭生活及び職業上の課題や地域課題の解決のための各種支援機能を強化します 

（３） 教育的役割を重視した取り組みを推進します 

（４） 魅力的かつ効果的・効率的な運営体制を構築します 
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運営方針 主な成果 今後の課題 

とにより、高齢者・障害者に対するサービス環境を拡充

することができた。 

 

「図書館という空間の魅力向上」 

⚫ 平成 30年３月に中央図書館に自学・自習コーナー

を、蹉跎図書館、牧野図書館ではラーニングルームを

設置し、御殿山図書館、津田図書館、香里ケ丘図書

館でも自学自習タイムを実施することにより、滞在型図

書館としての機能を高めることができた。 

 

 

 

充実 

「サードプレイス（第３の居場

所）」としての場の特徴を生か

し、市民の学びや読書につな

げるなど、さらに居心地の良

い空間としての充実 

【運営方針②】

家庭生活及び

職業上の課題

や地域課題の

解決のための

各種支援機能

を強化します 

 

 

 

「課題解決支援」 

⚫ 「レファレンスサービス」をポスターやデジタルサイネー

ジ、バックヤードツアーの中での紹介により周知に努

めた。 

⚫ 「図書館を使いこなす講座」を開催し、辞書や事典、郷

土・行政資料などの紹介やその調べ方など市民の情

報活用能力の育成を図った。 

⚫ 資料・情報の検索・提供を行うとともに、読書相談など

市民の課題解決に向けた支援を行った。 

⚫ その中で、「枚方の文化財」「禁野火薬庫」「認知症」

「医療・健康情報」等、問い合わせ多いテーマのパスフ

ァインダー1を作成し、窓口やホームページで情報提

供を行うことにより、セルフレファレンス2によるサービス

を強化できた。 

⚫ 約 450 タイトルの地域資料を電子化することによりスピ

ーディーなレファレンス対応を行うことができた。 

⚫ 他部署が実施する各種講座に合わせてブックリストを

作成・配布（例：認知症、発達障害、動物虐待など）

や、学校での DV予防教育用にブックリストを作成・配

布することにより、図書館による情報提供サービスを向

上することができた。 

充実 

レファレンスサービス事例の

蓄積  

 

新規 

ｅレファレンスサービスなどへ

の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 特定のテーマに係る各種情報ツールや情報の探索方法を紹介するもの（調べ方案内） 
2 利用者が自分で資料にたどりつける工夫 
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運営方針 主な成果 今後の課題 

⚫ 成人向け講座（大人の学校）の開催時に、テーマに関

連する図書リストの作成・配布、図書の展示を行うこと

により、市民への日常的な課題を解決するための図書

館の活用方法などを紹介することができた。 

 

「地域社会の結びつきの再生に向けた支援」 

⚫ 読み聞かせボランティア向けの研修会・交流会を新規

者のための養成講座として紙芝居ボランティア養成講

座を開催した。 

⚫ 講座終了後、受講者が自主的に読み聞かせボランテ

ィアグループを結成するなど、活動を始めたい人の出

会いの場の提供と支援を行うことができた。 

 

 

 

 

 

充実 

地域活動への支援 

 

【運営方針③】

教育的役割を

重視した取り組

みを推進します 

「読書習慣の育成、情報活用能力の育成」 

⚫ 第３次枚方市子ども読書活動推進計画策定。 

⚫ 調べ学習コンクールやビブリオバトル3などの学校との

連携事業の実施。 

⚫ 市内全中学校区（19校区）に、公立図書館勤務経験

がある学校司書 19人を配置し学校図書館の環境整

備や学校教育での読書、調べ学習の支援を行った。 

⚫ 調べ学習や並行読書などの団体貸出図書を学校へ

搬送する学校巡回便の運行を開始した。 

⚫ 平成 28年４月に子どもに本を届ける基金を設立、基

金を活用して団体貸出用の図書を購入し、小学校 45

校に届けた。 

 これらの取り組みにより、就学児への読書習慣の育成、情

報活用能力の育成、更には読書環境の整備を図ることが

できた。 

 

充実 

小学校への学校司書の配置

により、子どもの読書活動推

進をさらに進める 

新規 

児童生徒 1人 1台配置する

タブレットを活用した学校図書

館支援（電子書籍の活用等） 

 

充実 

乳幼児期からの読書習慣を

育てるために保護者対象の講

座を開催 

【運営方針④】

魅力的かつ効

果的・効率的な

「各図書館施設の役割分担と連携」 

⚫ 中央図書館を司令塔とした、中央図書館・分館・分室・

自動車文庫の役割を明確にし、中央図書館におい

充実 

分室の活用 

今後の分室のあり方を検討 

 
3 参加者が本を紹介し合い、最も読みたいと思うチャンプ本を投票で決めるイベント 
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運営方針 主な成果 今後の課題 

運営体制を構

築します 

て、第２次枚方市立図書館蔵書計画及び第３次枚方

市子ども読書活動推進計画などの策定を行った。 

「効果的・効率的な図書館運営」 

⚫ 平成 28年の市立図書館コンピュータシステム更新に

合わせて、市内 64小中学校すべての学校図書館蔵

書のデータベース化と市立図書館コンピュータシステ

ムとのオンライン化を行った。これにより、市立図書館

と学校図書館との蔵書データの一元管理が可能とな

った。 

⚫ 効果的・効率的な運営体制の構築として、生涯学習施

設と図書館の６複合施設へ指定管理者制度を導入し

一体的な運営を行った。 

⚫ 指定管理者制度導入により、導入前と比較し開館時

間は約 1.5倍、来館者数は８％（約４万人）の増加とな

った。 

 

「施設の老朽化対策と施設配置等の見直し」 

⚫ 市有建築物保全計画に基づく施設改修を実施。 

⚫ 老朽化が進行しバリアフリー化が遅れていた香里ケ丘

図書館の建替えを行い、公園の一部と一体的に運営

することでまちの魅力向上を図った。 

⚫ 香里ケ丘図書館の建替えに伴い、利用圏域にある東

香里・茄子作・釈尊寺分室の３分室を閉室し、施設配

置の見直しを行った。 

 

「職員の知識・技術・能力の育成・継承」 

⚫ 専門的スタッフの計画的な育成を図るため、ジョブロー

テーションによる人材育成を行うとともに、研修実施に

より職員の資質の向上を図ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規 

枚方市駅周辺における「枚方

市駅前図書館機能」の実現 

 

 

 

 

 

 

充実 

中央図書館専門スタッフのさ

らなる計画的な育成を図る。 
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第４章 第４次グランドビジョンの基本的な考え方 

１．基本理念（市立図書館のあるべき姿） 

 

 

 

 

 

図書館には、市民の主体的な学習活動や、子どものころからの読書習慣の育成への支援が求められていると

ともに、市民の多様化するニーズや、新しい時代の流れに対応した取組が期待されています。  

本計画においては、図書館の使命を資料・情報の提供であると捉えるとともに、誰にでも開かれた「知の拠

点」として市民一人ひとりに寄り添い、より豊かな暮らしや、まちづくり、まちの魅力向上に資するた

め、「一人ひとりの学びを支え、人と人、まちと未来をつなぐ図書館」をめざします。 

 

２．運営方針 

「一人ひとりの学びを支え、人と人、まちと未来をつなぐ図書館」を実現するために、社会情勢の変

化や市民ニーズ、本市の図書館の現状と課題を踏まえ、４つの運営方針を定めます。 

 

運営方針１ 生涯の学びを支え、人と人との交流を創出する図書館 

運営方針２ 子どもの読書活動の推進に取り組む図書館 

運営方針３ 多様な利用者が利用できる図書館 

運営方針４ 効果的・効率的な運営による魅力的な図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 図書館は、知の源泉となる図書館資料を収集・保存し、広く市民に提供して、その教養、調査研究、

余暇活動などに役立てる社会教育機関である。 

〇 図書館は、市民のニーズに応えて資料や情報を提供する地域の情報拠点である。 

※枚方市立図書館第２次グランドビジョン策定時に定めたもの 



16 

第５章 施策の方向性 

運営方針１ 生涯の学びを支え、人と人との交流を創出する図書館 

図書館での蔵書の収集や提供は図書館サービスの根幹となるものです。市立図書館は身近な図書館として市

民の興味やニーズに対応するとともに、インターネットなど ICTの進展や社会情勢、生活の変化に応じ、必要とさ

れる情報の収集及び提供や調査・研究の支援を行い、関係機関等とも連携しながら、市民の学びを支えます。 

それと同時に、自宅（ファーストプレイス）、職場・学校（セカンドプレイス）に続く「サードプレイス（第３の居場

所）」としての場の特徴を生かし、市民の学びや読書につなげるなど、さらに居心地の良い空間としての充実を図

っていきます。 

また、コロナ禍4以後の新しい生活様式にも対応した図書館サービスの拡充を図ります。 

 

施策の方向性（１）魅力ある蔵書の充実 

生涯にわたり必要な情報を取得するために幅広い年代や、地域の特性、様々な利用目的の人々のニー

ズを把握し、蔵書計画に基づいたバランスのとれた蔵書を構築します。 

 

施策の方向性（２）様々な形態の資料の整備と新たな生活様式にも対応した環境整備 

情報端末の普及に伴い、インターネット社会に対応した情報提供のニーズが拡大していることから、電子

書籍の導入やWi-Fi環境の整備など ICTを活用し、コロナ禍後の新たな生活様式に対応した資料やサー

ビスの提供をめざします。 

 

施策の方向性（３）課題解決支援の推進 

市民生活や仕事、地域活動などで出た課題にいつでも対応できるよう、℮レファレンスサービスの開始や

パスファインダーの作成・配布などセルフレファレンス機能を強化するため、資料やデータベースの整理等

を行います。 

また、多くの市民にとって身近な公共施設という特性を生かし、市民の関心や暮らしに役立つテーマ（子

育て、健康、ビジネス支援等）に関する資料・情報の提供や講座の開催だけではなく、関係機関が行う主催

事業への協力、各種団体、行政機関への支援を行います。 

 

 

 

 
4 令和２年１月に国内で新型コロナウイルス感染者が初めて確認され、令和２年３月に成立した新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づき、令和２年４月から令和３年９月まで、多い地域では計４回にわたり緊急事態宣言が発出され

ました。令和５年５月８日に５類感染症に移行したことにより、法律に基づき行政が様々な要請、関与をしていく仕組み

から、個人の選択を尊重し、国民の自主的な取組をベースとした対応に変更されました。 



17 

施策の方向性（４）本や情報を通じた出会いの場、世代間交流の場の創出 

本や情報を通じた出会いや、様々な世代が交流できる機会を創出するために、中央図書館ボランティア

との連携・協力、ビブリオバトルや読書会をはじめとした市民の生涯学習の機会や発表の場を提供します。 

 

施策の方向性（５）図書館利用促進の取り組みの推進 

図書館の利用促進のため、SNSやホームページによる情報発信の充実、「サードプレイス（第３の居場

所）」としての場の特徴を生かし、市民の学びや読書などにつなげるなど、さらに居心地の良い空間としての

充実を図っていきます。 

 

運営方針２ 子どもの読書活動の推進に取り組む図書館 

少子化の進行、核家族化や男女共同参画社会の進展、ひとり親家庭の増加等、子どもの育ちや子育て支援

へのニーズが多様化する中で、子どもの生きる力と個性を育む環境が求められています。市立図書館では、子ど

もたちが心身ともに健やかな成長をとげられるよう、乳幼児期からヤングアダルト期（十代後半）までの成長や年代

に応じた読書習慣の定着につなげるため、関係機関等とも連携しながら、保護者への子どもの読書に関する情

報提供や学校図書館へのさらなる支援を行います。 

 

施策の方向性（１）家庭における乳幼児期からの子どもの読書活動推進 

 乳幼児期からの読書は、子どもの感性や読解力、語彙力を伸ばします。そこで、これからお母さん、お父さん

になる「プレママ」「プレパパ」を対象に、子どもへの絵本の与え方や読み聞かせ講座を開催します。また、保

護者を対象とした子どもの読書に関する情報提供、学齢期・ヤングアダルト期へと成長する子どもの発達段階

に応じた「おはなし会」等の企画事業、「ブックリスト」の作成・配布により、家庭での日常生活における子どもの

読書習慣の定着につなげていきます。 

 

施策の方向性（２）児童生徒の読書習慣の定着に向けた学校図書館へのさらなる支援 

小・中学校においては、児童生徒の読書習慣の定着に向け、学校司書の育成や計画的な小学校への学校

司書配置など市立図書館の学校図書館へのさらなる支援に取り組みます。また、市立図書館においても、学

校教育と連携しながら、児童生徒 1人 1台のタブレット環境を活かした情報活用能力の向上など子どもの読書

活動の推進に取り組みます。 
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施策の方向性（３）子どもの読書活動および学習活動の発表の場の提供 

「子ども向け図書館活用講座」や「子ども司書講座」を実施するなど、子どもたちが読書や図書館に関心を

深められるきっかけづくりを行います。また、学校や学校図書館と連携した催し（調べ学習コンクール、ビブリオ

バトル等）を充実させます。 

 

施策の方向性（４）子どもの読書活動推進ボランティアの育成・支援 

子どもの成長や年代に応じた読書活動推進ボランティア養成講座を実施します。また、ボランティア団体に

対して団体貸出や交流会を実施するなど、地域でのボランティアの活動を支援します。 

 

運営方針３ 多様な利用者が利用できる図書館 

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）の趣旨を踏まえ、これまで市立図

書館が行ってきた障害者の読書環境の向上にさらに取り組みます。また、高齢者の読書環境や多文化・多言語

サービスについても充実に取り組みます。 

 

施策の方向性（１）全ての人が利用しやすいサービスの充実 

読書バリアフリー法に基づき、障害の有無にかかわらず文字拡大や読み上げ対応ができる電子書籍の導入

やマルチメディア DAISY（デイジー）5の利用促進など ICTを活用したサービスに取り組むとともに、障害に応じ

たサービス、アクセシブルな形態の資料の提供・利用環境の整備を行います。 

 

施策の方向性（２）高齢者サービスの拡充 

人生 100年時代と言われる長寿社会において、高齢者の読書活動は読書習慣の維持・向上にとどまらず

健康寿命の延伸としても期待されるものです。健康寿命等に関する特集やイベントの実施とともに、高齢者向

けの読書ボランティアの養成にも取り組みます。 

 

施策の方向性（３）多文化・多言語サービスの拡充 

IFLA/UNESCO多文化図書館宣言6に基づき、すべての市民が情報や知識に公平にアクセスできるよう、多

言語のおはなし会の実施や外国語資料の充実など「多文化・多言語サービス」の提供について関係機関など

と連携し進めます。 

 

 
5 DAISY：Digital Accessible Information System の略。 視覚障害や学習障害など、通常の活字による読書が困難な

人向けに開発された障害者用録音図書の形式。音声デイジーと、音声と同時に文字、写真・イラスト等の画像を再生

できるマルチメディアデイジーがあります。図書館ではどちらのデイジーも CDで貸出しています。 
6 多文化社会における図書館の原則や使命を示したもの 
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運営方針４ 効果的・効率的な運営による魅力的な図書館 

少子高齢化・人口減少の進展、厳しい財政状況にあっても、多様化・細分化する市民の読書ニーズに応える

ためには、時代に合わせた図書館サービスの提供が必要不可欠です。市立図書館では、本市の財政状況を踏

まえ、効果的・効率的に、市民にとって魅力的な図書館運営を進めます。 

 

施策の方向性（１）効果的・効率的な運営による魅力的な図書館の構築 

分室については、民間活力のさらなる活用など、管理運営方法を含め将来的な地域の図書館機能としての

あり方を検討します。地域や施設等、本を必要とする人へのアウトリーチサービスの充実や普及に取り組みま

す。さらに、市駅周辺の図書館機能については、駅近のメリットを生かし民間施設や他の公共施設とつながり

のある環境整備を図ることで、より一層の充実に取り組みます。 

 

施策の方向性（２）中央図書館の役割 

枚方市全域の図書館サービスの拠点として、資料・情報の収集に努め、それらを提供するなど、各種図書館

サービスを行い、分館・分室をバックアップします。図書館施策に関する企画及び統計、調査研究、市立図書

館における選書、児童や障害者等各サービスの連絡調整、分館・分室の管理運営など市立図書館の統括を

行います。 

 

施策の方向性（３）分館・分室の役割 

地域における図書館サービスの拠点として、図書の貸出や障害者サービス、児童サービス、レファレンス等

基本的な図書館サービス全般を行います。 

 

施策の方向性（４）職員の人材育成 

公平で長期的な視点を持って図書館蔵書を構築・提供し、市民ニーズを把握して新たなサービスを企画・

立案・実行し続ける人材を確保し、本市において蓄積した図書館サービスの専門的な知識・技術の継承と向

上を図ることで、市立図書館や学校図書館で適切に業務遂行が行えるよう計画的な職員育成を行います。 

 

施策の方向性（５）財源確保の取り組みの推進 

ふるさと寄附金「子どもに本を届ける事業」の PR活動、図書館壁面及び雑誌カバーへの広告添付や図書

館内施設へのネーミングライツパートナーによる広告収入などにより、財源確保の取り組みを推進します。あわ

せて、図書館運営にかかる経費についても見直し、改善を図っていきます。 
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第６章 計画の進行管理 

この計画を着実に推進するため、図書館法第７条の３7の規定に基づく運営の状況に関する評価とあわせ、年

度ごとに取組状況の評価を行い進行管理するものとします。 

本計画に基づく取り組みの評価には、目標に対する進捗状況について「各種統計」、「利用者アンケート」等を

活用するとともに、第５次枚方市総合計画で取り組みの進捗を図る指標とした「図書館来館者数」と「図書館貸出

冊数（個人・団体）」に加え、「ウェブサイトへのアクセス数」や「新規登録者数」を重視し成果を確認します。 

評価は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく「教育に関する事務の点検及び評価」と社会教

育委員会議により実施します。 

また、本計画では、様々な取り組みの成果が最終的に確認できるものとして、評価結果は市民に公表するとと

もに、この計画の事業等の推進に活用します。 

なお、計画策定後の社会情勢、図書館を取り巻く環境の変化等に応じ、概ね４年ごとに必要な見直しを行って

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
7
 図書館法第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基

づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 


